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(57)【要約】
【課題】
　処理速度や記憶容量の異なる複数の記憶媒体を用いて
階層制御を行う場合において、データのアクセス頻度だ
けで記憶媒体間での自動転送を行うのではなく、実際に
ユーザが不要とするデータだけを自動転送すること、ま
た、これをスケジュール管理などは行わず、ユーザによ
る簡単な操作で実現すること。
【解決手段】
　記憶媒体上の記憶データに関する情報を記憶するデー
タ情報記憶部と、この情報に基づいて記憶媒体間でデー
タ転送を行うデータ制御部を備える記憶装置において、
データ情報記憶部に記憶したデータごとのアクセス要否
フラグを利用した階層制御を行う。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理速度や記憶容量の異なる複数の記憶媒体を有し、
　ユーザが使用するデータを、前記記憶媒体間でより高速な記憶媒体に自動的に転送し、
データアクセスの高速化を行う記憶装置であって、
　前記記憶媒体の記憶データに関する情報を記憶するデータ情報記憶部と、
　前記記憶媒体の空き容量を記憶する記憶媒体情報記憶部と、
　前記データ情報記憶部および前記記憶媒体情報記憶部に記憶している情報に基づいて、
前記記憶媒体間でデータ転送を行うデータ制御部と、
を備え、
前記データ情報記憶部は、データごとのアクセス要否フラグを記憶すること、を特徴とす
る記憶装置。
【請求項２】
　請求項１に記載した記憶装置であって、
　前記データ情報記憶部に記憶している情報の一部、あるいは全てをユーザに提供する機
能と、
　前記データ情報記憶部に記憶しているアクセス要否フラグを切換える機能と、を有する
ことを特徴とする記憶装置。
【請求項３】
　請求項１または２いずれか一項に記載した記憶装置であって、
　前記記憶媒体間でのデータ転送において、
　転送先の記憶媒体の空き容量が足りない場合、ユーザに対して警告を促す機能を有する
こと、を特徴とする記憶装置。
【請求項４】
　請求項１から３いずれか一項に記載した記憶装置であって、
　前記記憶媒体の空き容量が一定の値に達した場合、ユーザに対して警告を促す機能を有
すること、を特徴とする記憶装置。
【請求項５】
　請求項１から４いずれか一項に記載した記憶装置であって、
　前記記憶媒体間でのデータ転送において、
　データの一部をコピーして転送すること、あるいは、データの一部をコピーして転送元
に残しておくこと、を特徴とする記憶装置。
【請求項６】
　請求項２に記載した記憶装置であって、
　前記データ情報記憶部に記憶しているアクセス要否フラグを切換えることで、関連デー
タのアクセス要否フラグも同時に切換える機能を有することを特徴とする記憶装置。
【請求項７】
　請求項１から６いずれか一項に記載した記憶装置であって、
　ユーザに対し、複数の記憶媒体の存在を意識させずに自動的に記憶媒体を選択し、デー
タの記憶を行うことを特徴とする記憶装置。
【請求項８】
　処理速度や記憶容量の異なる複数の記憶媒体において、ユーザが使用するデータを、よ
り高速な記憶媒体に自動的に転送し、データアクセスの高速化を行う記憶制御方法であっ
て、
　前記記憶媒体の記憶データに関する情報を記憶する第１のステップと、
　前記記憶媒体の空き容量を記憶する第２のステップと、
　前記第１のステップおよび前記第２のステップで記憶した情報に基づいて、前記記憶媒
体間でデータ転送を行う第３のステップと、を備え、
　前記第１のステップは、データごとのアクセス要否フラグを記憶すること、を特徴とす
る記憶制御方法。
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【請求項９】
　請求項８に記載した記憶制御方法であって、
　前記第１のステップで記憶する情報の一部、あるいは全てをユーザに提供し、
　前記第１のステップで記憶するアクセス要否フラグを切換えさせること、を特徴とする
記憶制御方法。
【請求項１０】
　請求項８または９いずれか一項に記載した記憶制御方法であって、
　前記記憶媒体間でのデータ転送において、
　転送先の記憶媒体の空き容量が足りない場合、ユーザに対して警告を促すこと、を特徴
とする記憶制御方法。
【請求項１１】
　請求項８から１０いずれか一項に記載した記憶制御方法であって、
　前記記憶媒体の空き容量が一定の値に達した場合、ユーザに対して警告を促すこと、を
特徴とする記憶制御方法。
【請求項１２】
　請求項８から１１いずれか一項に記載した記憶制御方法であって、
　前記記憶媒体間でのデータ転送において、
　データの一部をコピーして転送すること、あるいは、データの一部をコピーして転送元
に残しておくこと、を特徴とする記憶制御方法。
【請求項１３】
　請求項９に記載した記憶制御方法であって、
　前記第１のステップで記憶するアクセス要否フラグを切換えることで、関連データのア
クセス要否フラグも同時に切換えること、を特徴とする記憶制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、処理速度や記憶容量の異なる複数の記憶媒体を有し、各記憶媒体間でデータ
の転送を行うことで記憶装置の使用効率を向上させた階層制御を行う記憶装置および記憶
制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の記憶媒体を有する記憶装置において、記憶媒体を階層制御するシステムがある。
ユーザのアクセス頻度の高いデータは高速アクセスが可能な記憶媒体に格納し、アクセス
頻度の低いデータは低速アクセスの記憶媒体に格納するものである。
【０００３】
　特開平３－２２３９４１号公報（特許文献１）では、データのアクセス履歴情報からア
クセス頻度を予測し、必要データをより高速な記憶装置へ自動的に再配置する技術が開示
されている。この特許文献１では、目的として、「過去のファイルアクセスの履歴情報か
らファイルアクセス発生の可能性を予測し、その予測結果に基づいてファイルの記憶媒体
の選択、記憶媒体間の転送を自動的に行なうことができるファイル記憶媒体の最適処理方
式を提供する。」と記載され、この効果として、「ファイル装置を構成する記憶媒体の効
率的活用が可能になり、かつ、ファイルの高速アクセスが可能となる。また、ユーザーの
使い勝手を向上することができる。」と記載されている。
【０００４】
　また、特開２００１－２２６１４号公報（特許文献２）では、予め設定したスケジュー
ルからユーザが使用するデータを割り出し、該当データをより高速な記憶装置へ自動的に
再配置する技術が開示されている。この特許文献２では、課題として、「ユーザプログラ
ムの処理効率を向上する。」と記載され、その解決手段として、「上位ホスト上のジョブ
運用管理ソフトウェアプログラムが管理するユーザプログラムを実行するためのスケジュ
ールから、事前にプログラムが使用するデータのファイル名やボリューム名を割り出し、
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前記記憶システム内の複数の記憶装置群の間を自由に移動させるための制御機能を有する
階層制御機構に対して、当該データのより高速な記憶装置への移動を指示する。本発明の
階層制御ユティリティプログラム及びデータを記憶装置間で自由に移動させるための制御
機構を有する記憶システムによれば、スケジュール化されたジョブの実行時は、当該ジョ
ブのアクセス対象となるデータを高速な記憶装置へ事前に移動させている為、処理効率の
確実な向上を図ることが可能である。」と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平３－２２３９４１号公報
【特許文献２】特開２００１－２２６１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１は、データのアクセス履歴からアクセス頻度を予測し、ユーザが使用す
ると思われるデータを高速アクセスが可能な記憶媒体に転送させておくものである。これ
に対し、上記特許文献２は、予め用意されたスケジュールから、ユーザが使用するデータ
を高速アクセスが可能な記憶媒体に転送させておくことで、より効率の良いデータ転送を
可能にしている。何れの方式においても、ユーザの使用するデータを高速アクセスが可能
な記憶媒体に転送させることが可能であるが、高速アクセスが可能な記憶媒体の容量は有
限である。従って、容量の上限に達した場合、データの転送を行うことができなくなって
しまう。
【０００７】
　上記特許文献１の方式では、データのアクセス履歴を参照し、アクセス頻度の低いデー
タは低速アクセスの記憶媒体に自動で転送させることができる。ところが、アクセス頻度
が低いというだけで低速の記憶媒体に転送してしまうと、とっさにアクセスが必要になっ
た場合など、かえって性能が劣化してしまう。
【０００８】
　また、上記特許文献２の方式では、予め用意されたスケジュールを参照することで、必
要なデータと必要でないデータを判断し、必要でないデータを低速の記憶媒体に転送させ
ることができる。ところが、事前にスケジュールを登録してことが前提であり、使い勝手
に欠けてしまう。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、データのアクセス頻度だけで記憶媒体間での自動転送を行う
のではなく、実際にユーザが不要とするデータだけを自動転送すること、また、これをス
ケジュール管理などは行わず、ユーザによる簡単な操作で実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的は、特許請求項の範囲に記載の発明により達成できる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、複数の記憶媒体を階層制御する場合、高速アクセスが可能な記憶媒体
から不要データを排除することができ、ユーザの必要なデータをより多く格納できるよう
になるため、使い勝手が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施例に係る記憶装置を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施例に係る情報管理テーブルの一例を示す図である。
【図３】本発明の第１実施例に係るデータ情報出力画面の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１実施例に係る記憶装置を利用した場合の処理の流れについて、一例
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を示す図である。
【図５】本発明の第２実施例に係る警告出力画面の一例を示す図である。
【図６】本発明の第２実施例に係る記憶装置を利用した場合の処理の流れについて、一例
を示す図である。
【図７】本発明の第３実施例に係る記憶媒体の中身の一例を示す図である。
【図８】本発明の第３実施例に係る記憶装置を利用した場合の処理の流れについて、一例
を示す図である。
【図９】本発明の第４実施例に係る情報管理テーブルの一例を示す図である。
【図１０】本発明の第４実施例に係る記憶装置を利用した場合の処理の流れについて、一
例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を用い、本発明を、医療データを管理する汎用コンピュータに適用した場合
の一実施の形態について説明する。但し、本方式により本発明が限定されるわけではない
。
【実施例１】
【００１４】
　図１は、本発明の第１実施例に係る記憶装置を示すブロック図である。
【００１５】
　本実施例では、性能の異なる３つの記憶媒体３－ａ～３－ｃを備えるデータ管理装置を
想定し、これらの記憶媒体を階層制御する場合について示す。なお、記憶媒体３－ａを半
導体、記憶媒体３－ｂを磁気ディスク、記憶媒体３－ｃを光ディスクとし、記憶媒体３－
ａから順に、高速、中速、低速アクセスの記憶媒体であるとする。
【００１６】
　操作インタフェース１は、キーボード、あるいは、マウスといった入力機器である。患
者のカルテの新規作成、データ変更、データ削除などを行う場合に使用する。データ入力
インタフェース６は、外部からのデータ入力用インタフェースである。ＵＳＢメモリのよ
うな情報記憶媒体を接続するポートであっても、手術映像を撮影したカメラを接続するポ
ートであっても、ネットワークへ接続するためのポートであっても良く、ポートの数や形
状、規格などは何でも良い。データ出力インタフェース７は、操作インタフェース１で作
成するデータ、記憶媒体３－ａ～３－ｃに記憶しているデータ、データ入力インタフェー
ス６から取り込んだデータなどをモニタ出力するためのインタフェースである。操作イン
タフェース１で作成したデータやデータ入力インタフェース６から取り込んだデータは、
データ制御部２によって、記憶媒体３－ａ～３－ｃに記憶する。同時に、データ制御部２
は、データ情報記憶部４に記憶データの情報を登録する。図２（ａ）は、データ情報管理
テーブルの一例を示したものである。ファイル名、記憶している記憶媒体と記憶アドレス
、データサイズ、属性、アクセス頻度など、記憶データに関する情報をテーブルとして登
録しておく。さらに、記憶媒体情報記憶部５に記憶媒体の空き容量を登録しておく。図２
（ｂ）は、記憶媒体情報管理テーブルの一例を示したものである。記憶媒体ごとに空き容
量を登録する。また、データ制御部２では、各記憶媒体の階層制御を行う。階層制御の方
法については、上記特許文献に記載されているように、あらゆる方法が提案されており、
如何なる方法で制御しても構わない。本実施例では、アクセス頻度による階層制御を例に
挙げる。データ情報記憶部４に記憶しているデータのアクセス頻度に基づき、頻繁にアク
セスするデータは高速アクセスが可能な記憶媒体３－ａに、アクセス頻度が低いデータほ
ど低速の記憶媒体３－ｂ、３－ｃに格納する。また、アクセス頻度の変化に伴い、自動的
に記憶媒体間でのデータ転送を行う。なお、ユーザに対しては、複数の記憶媒体の存在を
意識させず、あたかも１つの記憶媒体が存在しているように見せかける構成にしても良い
。
【００１７】
　医療データを管理する場合、入院患者のデータは頻繁にアクセスされるため、記憶媒体
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３－ａに格納される。もし、この入院患者が退院した場合、データの必要性の面から考え
ると、記憶媒体３－ａにデータを格納しておく必要はない。ところが、アクセス頻度に基
づいて階層制御をしているため、しばらくの間は記憶媒体３－ａに格納され続け、その後
に別の記憶媒体３－ｂに転送、さらにアクセス頻度が下がると、記憶媒体３－ｃに転送さ
れることになる。これは、一定の期間、記憶媒体３－ａに不要なデータが残ってしまうこ
とを意味する。勿論、記憶媒体３－ａの容量は有限であるため、不要なデータが存在する
ことで、実際に必要なデータを格納できなくなるという問題が生じる。そこで、データ情
報記憶部４において、「アクセス要否」のパラメータを設け、不要データを判定できるよ
うにする。例えば、入院患者が退院した場合、その患者のデータはアクセス不要にする。
【００１８】
　図３は設定を行うためのデータ情報出力画面の一例である。ユーザは、操作インタフェ
ース１を操作し、データ情報記憶部４にアクセスすることで、記憶媒体３－ａ～３－ｃに
記憶しているデータの情報を取得する。この情報は、データ出力インタフェース７を通し
てモニタ出力を行う。モニタに出力する情報は、データ情報記憶部４に記憶している情報
の一部であっても全てであってもよく、モニタ上での表示方法についても任意である。こ
の画面において、マウス等を使用して、「アクセス要否」のチェックボックスに入力を行
う。ここでは、入院患者が退院することで不要になったデータに対してチェックを入れる
ものとする。チェックと連動して、データ情報記憶部４のデータ情報管理テーブルの「ア
クセス要否」のパラメータを更新、アクセス不要に設定する。これにより、データごとに
アクセスの必要性を判定することが可能になるため、不要データだけを低速の記憶媒体に
移動させるなど、記憶媒体間でのデータ転送を効率よく実現できる。なお、「アクセス不
要」に設定したデータを記憶媒体間で転送する場合、転送後に「アクセス不要」の設定を
解除する。
【００１９】
　図４は、記憶媒体間でのデータ転送において「アクセス要否」のパラメータを利用した
場合の処理の流れについて、一例を示す図である。処理の流れを順に示す。
【００２０】
　アクセス頻度の変化に伴い、記憶媒体間でのデータ転送が発生する（ＳＰ１１）。デー
タ制御部２は、記憶媒体情報記憶部５を参照し、転送先の記憶媒体に転送可能な空き容量
があるか確認する（ＳＰ１２）。転送可能な空き容量がある場合は、記憶媒体間でデータ
転送を行う（ＳＰ１５）。データ転送後、データ制御部２は、データ情報記憶部４のデー
タ情報管理テーブル、および、記憶媒体情報記憶部５の記憶媒体情報管理テーブルを更新
する（ＳＰ１６）。ＳＰ１２において、転送先の記憶媒体に空き容量がなかった場合、デ
ータ制御部２は、データ情報記憶部４を参照し、「アクセス要否」のパラメータから、ア
クセス不要データの有無を確認する（ＳＰ１３）。アクセス不要データがない場合、デー
タ制御部２は、データ転送を中止する（ＳＰ１７）。ＳＰ１３において、アクセス不要デ
ータがある場合、データ制御部２は、アクセス不要データを低速の記憶媒体へ転送する（
ＳＰ１４）。データ制御部２は、ＳＰ１２～ＳＰ１４を繰り返し行い、転送先の記憶媒体
に転送可能な空き容量が確保できた時点で転送を開始（ＳＰ１５）、転送後は、データ情
報記憶部４のデータ情報管理テーブル、および、記憶媒体情報記憶部５の記憶媒体情報管
理テーブルを更新する（ＳＰ１６）。
【００２１】
　本実施例では、記憶媒体の数を３つとした場合の構成を示したが、実施の形態に応じて
任意の個数を接続すればよい。また、入力インタフェース６を通して、外部に接続された
記憶媒体との階層制御を行う構成にしてもよい。また、階層制御において、記憶媒体３－
ａを高速アクセスが可能な記憶媒体であるとして記載したが、記憶媒体３－ｂも高速アク
セスが可能な記憶媒体であるような場合、記憶媒体３－ａと記憶媒体３－ｂを同じ階層の
記憶媒体として階層制御を行うことも可能である。
【００２２】
　このように本実施例によれば、複数の記憶媒体を階層制御する場合、容易な操作を行う
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だけで、高速アクセスが可能な記憶媒体からは不要データを排除し、可能な限りユーザの
必要なデータを格納することができるようになる。これにより、高速アクセスが可能な記
憶媒体には、常に必要データだけが存在することになるため、使い勝手が向上する。
【実施例２】
【００２３】
　実施例１では、記憶媒体に記憶しているデータごとに「アクセス要否」のパラメータを
設け、これを利用した階層制御の方法について述べた。また、「アクセス要否」のパラメ
ータを切り換えるタイミングとして、入院患者の退院を例に挙げた。しかし、実際に本発
明を医療データの管理に適用した場合、入院患者の退院だけを「アクセス要否」のパラメ
ータを切り換えるトリガにすると問題が生じる。例えば、入院患者が増える一方、退院す
る患者がいないとする。この場合、入院患者のデータは必要データであるため、高速アク
セスが可能な記憶媒体３－ａに記憶するが、記憶媒体の容量は有限であるため、時間の経
過とともに、次第に必要データを記憶できなくなってしまう。そこで、記憶媒体間のデー
タ転送において、転送先の記憶媒体の空き容量が足りない場合、ユーザに警告を出す。
【００２４】
　図５は、ユーザに対する警告出力画面の一例である。この警告画面は、データ出力イン
タフェース７を通してモニタに出力する。なお、単に警告を出すだけでなく、図５のよう
に、データ情報記憶部４にアクセスし、空き容量の少なくなった記憶媒体に記憶している
データの情報を同時に表示してもよい。このように、記憶媒体に記憶しているデータの情
報を同時に表示することで、「アクセス要否」のパラメータを見直すことが可能になる。
【００２５】
　図６は、記憶媒体間でのデータ転送において、転送先の記憶媒体の空き容量が足りない
場合に警告を出す処理の流れについて、一例を示す図である。処理の流れを順に示す。
アクセス頻度の変化に伴い、記憶媒体間でのデータ転送が発生する（ＳＰ２１）。データ
制御部２は、記憶媒体情報記憶部５を参照し、転送先の記憶媒体に転送可能な空き容量が
あるか確認する（ＳＰ２２）。転送可能な空き容量がある場合、データ制御部２は、記憶
媒体間でデータ転送を行う（ＳＰ２５）。データ転送後、データ制御部２は、データ情報
記憶部４のデータ情報管理テーブル、および、記憶媒体情報記憶部５の記憶媒体情報管理
テーブルを更新する（ＳＰ２６）。ＳＰ２２において、転送先の記憶媒体に空き容量がな
かった場合、データ制御部２は、データ情報記憶部４を参照し、「アクセス要否」のパラ
メータから、アクセス不要データの有無を確認する（ＳＰ２３）。アクセス不要データが
ない場合、データ制御部２は、警告画面をモニタ出力する（ＳＰ２７）。警告を受けたユ
ーザは、転送先の記憶媒体に記憶しているデータについて、アクセス要否を見直す。アク
セス不要データがあれば、「アクセス要否」のチェックボックスにチェックを入れる（Ｓ
Ｐ２８）。データ制御部２は、ＳＰ２２～ＳＰ２４、ＳＰ２７を繰り返し行い、転送先の
記憶媒体に転送可能な空き容量が確保できた時点で転送を開始（ＳＰ２５）、転送後は、
データ情報記憶部４のデータ情報管理テーブル、および、記憶媒体情報記憶部５の記憶媒
体情報管理テーブルを更新する（ＳＰ２６）。
【００２６】
　本実施例では、記憶媒体間のデータ転送において、転送先の記憶媒体の空き容量が足り
ない場合に警告を出す例を示したが、警告を出すタイミングはこれに限定しない。例えば
、記憶媒体間のデータ転送において、転送先の記憶媒体の空き容量が全容量の１０％以下
に達した場合など、ある一定値に達した時点で警告を出すようにしてもよい。
【００２７】
　このように本実施例によれば、記憶媒体間でのデータ転送において、転送先の記憶媒体
の空き容量が足りない場合、ユーザに対して警告を促すことが可能になる。警告を受けた
ユーザは、転送先の記憶媒体に記憶しているデータのアクセス要否を見直すことが可能に
なり、アクセス不要データを選択することができる。これにより、転送先の記憶媒体の空
き容量が足りない場合でも、データ転送は強制中止されないため、使い勝手が向上する。
【実施例３】
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【００２８】
　複数の記憶媒体の階層制御においては、記憶媒体間でのデータ転送を行う中で、転送先
の記憶媒体の空き容量が足りなくなる場合が生じる。実施例２では、このような場合、ユ
ーザに対して警告を出し、転送先の記憶媒体に記憶しているデータのアクセス要否を見直
させ、アクセス不要データを低速の記憶媒体に転送する方法を述べた。アクセス要否を見
直す際、映像データのようにデータサイズの大きいものをアクセス不要データとすれば、
転送先の記憶媒体の空き容量を容易に増やすことができる。しかし、映像データの一部を
高速アクセス可能な記憶媒体に残しておくと便利な場合がある。例えば、映像データの代
表的なシーンをコピーして残しておくことで、とっさに映像データにアクセスする必要が
生じた場合にも、コピーしておいたシーンについては素早く映像データを再生することが
できる。代表的なシーンの抽出、および、コピー処理については、データ管理装置内に映
像データの編集操作が可能な映像データ編集部を備える構成にすることで実現できる。代
表的なシーンの抽出方法は如何なる方法であってもよいが、映像データを複数のチャプタ
ーに分割し、各チャプターの先頭シーンをハイライト映像として抽出する方法などが挙げ
られる。
【００２９】
　図７は、記憶媒体間でデータ転送を行った際、映像の代表的なシーンを転送元に残して
おいた場合の各記憶媒体の中身の一例を示したものである。記憶媒体Aは高速アクセスが
可能な記憶媒体、記憶媒体Ｂは低速の記憶媒体である。記憶媒体Ａに記憶していた映像デ
ータを、記憶媒体Ｂに転送する際、記憶媒体Ａに代表的なシーンを残した上で転送を行っ
た場合における各記憶媒体の中身を示している。ここでは、映像データ１～３を転送した
場合を示しており、各映像から抽出した代表シーンをサンプル映像として記憶媒体Aに残
している。このようにすることで、高速アクセスが可能な記憶媒体の空き容量を確保しつ
つ、必要データへの素早いアクセスも実現することが可能になる。
【００３０】
　図８は、記憶媒体間でデータ転送を行った際、映像の代表的なシーンを転送元に残して
おく場合の処理の流れについて、一例を示す図である。処理の流れを順に示す。
【００３１】
　記憶媒体間でのデータ転送において、アクセス不要データの転送処理が発生する（ＳＰ
３１）。データ制御部２は、データ情報記憶部４のデータ情報管理テーブルを参照し、転
送データの属性が映像データであるか判別する（ＳＰ３２）。転送データが映像データで
はない場合、データ制御部２は、そのまま転送処理を行う（ＳＰ３５）。データ転送後、
データ制御部２は、データ情報記憶部４のデータ情報管理テーブル、および、記憶媒体情
報記憶部５の記憶媒体情報管理テーブルを更新する（ＳＰ３６）。ＳＰ３２において、転
送データが映像データであった場合、不図示の映像編集部により、映像データからサンプ
ル映像を生成する（ＳＰ３３）。データ制御部２は、生成したサンプル映像を転送元の記
憶媒体に記憶する（ＳＰ３４）。データ制御部２は、サンプル映像を記憶した後、転送対
象の映像データの転送処理を行う（ＳＰ３５）。データ転送後、データ制御部２は、デー
タ情報記憶部４のデータ情報管理テーブル、および、記憶媒体情報記憶部５の記憶媒体情
報管理テーブルを更新する（ＳＰ３６）。
【００３２】
　本実施例では、記憶媒体間で映像データの転送を行う場合に、映像の代表的なシーンを
転送元の記憶媒体に残しておく方法について述べた。この代表的なシーンは映像であって
もよいが、単に画像であってもよい。例えば、映像の内容がわかるようなシーンから１フ
レームだけ切り出し、サムネイル画像として記憶する方法でもよい。また、記憶媒体間で
のデータ転送で、転送元にデータを残す構成について示したが、映像データから代表的な
シーンを抽出し、それを高速アクセスが可能な記憶媒体に転送する構成にしてもよい。ま
た、代表的なシーンの抽出を行う対象として、映像データを例に挙げたが、これに限定し
ない。対象が文書データである場合、文書データの先頭部分を見出しとして抽出し、これ
を記憶しておいてもよい。



(9) JP 2011-86212 A 2011.4.28

10

20

30

40

50

【００３３】
　このように本実施例によれば、記憶媒体間でデータ転送を行った際、映像の代表的なシ
ーンを転送元に残しておくことが可能になる。これにより、とっさに映像データにアクセ
スする必要が生じた場合にも、転送元に残しておいた代表シーンについては素早く映像デ
ータを再生することができるようになるため、使い勝手が向上する。
【実施例４】
【００３４】
　実施例１では、記憶媒体に記憶しているデータごとに、「アクセス要否」のパラメータ
を設け、これを切り換える方法について述べた。また、「アクセス要否」のパラメータを
、アクセス不要に設定するタイミングとして、入院患者が退院した場合を例に挙げた。こ
のタイミングで切り換えるならば、退院した入院患者に関する全てのデータを一斉にアク
セス不要に設定できれば使い勝手が向上する。
【００３５】
　図９は、データ情報記憶部４に記憶する情報管理テーブルの一例を示したものである。
データ間の関連性を表すパラメータとして、「対象患者」というパラメータを設けている
。ユーザは、データ管理装置に新しいデータを追加する際、このパラメータに患者の名前
などの識別情報を入力しておく。
【００３６】
　図１０は、ユーザが「アクセス要否」のパラメータを切り換えた場合に、関連するデー
タの「アクセス要否」パラメータを一斉に切り換える場合の処理の流れについて、一例を
示す図である。処理の流れを順に示す。
【００３７】
　ユーザにより、あるデータの「アクセス要否」パラメータが切り換えられる（ＳＰ４１
）。データ制御部２は、データ情報記憶部４の情報管理テーブルを参照し、関連するデー
タが存在するか確認する（ＳＰ４２）。本実施例の場合、「対象患者」のパラメータが同
じデータを関連データと判定する。つまり、同一患者に関するデータを関連データと考え
る。関連データがない場合、処理を終了する（ＳＰ４４）。ＳＰ４２において、関連デー
タがあった場合、データ制御部２は、関連データの「アクセス要否」パラメータを一斉に
切り換える（ＳＰ４３）。関連データのパラメータ切り換えを終えたら、処理を終了する
（ＳＰ４４）。
【００３８】
　このように本実施例によれば、データ情報記憶部４に記憶している情報管理テーブルの
パラメータを参照することで関連データの抽出を行い、関連データを一斉に処理すること
が可能になる。これにより、ユーザは、処理するデータを１つ１つ選択する必要がなくな
るため、使い勝手が向上する。
【００３９】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実
施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例
の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。
【符号の説明】
【００４０】
１　操作インタフェース
２　データ制御部
３－ａ～３－ｃ　記憶媒体
４　データ情報記憶部
５　記憶媒体情報記憶部
６　データ入力インタフェース
７　データ出力インタフェース
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